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                 〈入所〉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
利用料金 

（1）介護サービス費自己負担額  施設サービス費Ⅰ   施設サービス費Ⅳ   ※１ 

従
来
型
個
室 

要介護度 施設サービス費（ⅰ） 施設サービス費（ⅰ） 

日額 

要介護１ ７５０円    ７３５円 

要介護２ ７９８円   ７８２円 

要介護３ ８６６円   ８４９円 

要介護４ ９２３円 ９０４円 

要介護５ ９７４円   ９５４円 

多
床
室 

要介護度 施設サービス費（ⅲ） 施設サービス費（ⅱ） 

要介護１ ８２９円    ８１２円 

要介護２ ８８１円   ８６４円 

要介護３ ９４９円   ９２９円 

要介護４ １，００５円  ９８４円 

要介護５ １，０５８円 １，０３６円 

 

 

（2）加算 

夜勤職員配置加算 ２５円 日額 

短期集中リハ実施加算（Ⅰ）★ ２７０円 

日額 
短期集中リハ実施加算（Ⅱ）★ ２０９円 

認知症短期集中リハ実施加算（Ⅰ）★ ２５１円 

認知症短期集中リハ実施加算（Ⅱ）★ １２６円 

認知症ケア加算 ８０円 日額（２Ｆのみ） 

若年性認知症入所者受入加算 １２６円 日額 

外泊時費用    ３７９円 

１月に６日を限度 外泊時費用（在宅サービスを利用する場

合）  
８３６円 

ターミナルケア加算（31～45日以内） ７６円 

日額 
ターミナルケア加算（4～30日以内） １６８円 

ターミナルケア加算（2～3日） ９５１円 

ターミナルケア加算（当日） １，９８６円 

初期加算（Ⅰ） ６３円 
日額（入所日より３０日以内） 

初期加算（Ⅱ） ３２円 

退所時栄養情報連携加算★ ７４円 １月に１回を限度 

再入所時栄養連携加算★ ２０９円 １回を限度 

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）★ ４７１円 
入所中１回を限度 

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）★ ５０２円 

試行的退所時指導加算 ★ ４１８円 

１回を限度 
退所時情報提供加算（Ⅰ）★ ５２３円 

退所時情報提供加算（Ⅱ）★ ２６２円 

入退所前連携加算（Ⅰ）★ ６２７円 
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入退所前連携加算（Ⅱ）★ ４１８円 
１回を限度 

訪問看護指示加算 ★ ３１４円 

協力医療機関連携加算⑴（Ｒ6年度まで） １０５円 

１月につき 協力医療機関連携加算⑴（Ｒ7年度から） ５３円 

協力医療機関連携加算⑵（Ｒ7年度から） ６円 

栄養マネジメント強化加算 １２円 日額 

経口移行加算 ★ ３０円 日額 

経口維持加算（Ⅰ） ★ ４１８円 

１月につき 
経口維持加算（Ⅱ）★ １０５円 

口腔衛生管理加算（Ⅰ）★ ９４円 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）★ １１５円 

療養食加算 ７円 １食あたり 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ★ １４７円 

１回を限度 
かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ★ ７４円 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）★ ２５１円 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）★ １０５円 

緊急時施設療養費 ５４２円 １月１回、３日を限度 

所定疾患施設療養費（Ⅰ） ★ ２５０円 １月１回連続する７日を限度 

所定疾患施設療養費（Ⅱ） ★ ５０２円 １月１回連続する10日を限度 

特定治療 診療報酬点数表による 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ４円 
日額 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ５円 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） １５７円 
１月につき 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） １２６円 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２０９円 入所日より７日 

リハビリテーションマネジメント計画書

情報加算（Ⅰ） ★ 
５６円 

１月につき 

リハビリテーションマネジメント計画書

情報加算（Ⅱ） ★ 
３５円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）★ ４円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）★ １４円 

排せつ支援加算（Ⅰ） ★ １１円 

排せつ支援加算（Ⅱ） ★ １６円 

排せつ支援加算（Ⅲ） ★ ２１円 

自立支援推進加算 ★ ３１４円 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）★ ４２円 
１月につき 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）★ ６３円 

安全対策体制加算★ ２１円 入所中１回 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １１円 
１月につき 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）  ６円 

新興感染症等施設療養費 ２５１円 １月に５回を限度 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １０５円 １月につき 
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生産性向上推進体制加算（Ⅱ）  １１円 

サービス提供体制強化加算 
Ⅰ：２３円、Ⅱ：１９円 

Ⅲ：７円 
日額 

介護職員処遇改善加算※２ 
Ⅰ：3.9％ Ⅱ：2.9％      

Ⅲ：1.6％  

加算を加えた 

総単位数に乗じる 

介護職員等特定処遇改善加算※２ Ⅰ：2.1％ Ⅱ：1.7％ 
加算・分配要件あり 

介護職員等ベースアップ等支援加算※２ 0.8％ 

介護職員等処遇改善加算※３ Ⅰ：7.5％ Ⅱ：7.1％      

Ⅲ：5.4％ Ⅳ：4.4％ 

加算を加えた 

総単位数に乗じる 

※１ 在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価により、変動する場合があります。 

※２ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員ベースアップ等支援加算に

ついては令和６年５月 31 日までとなり、※３の介護職員等処遇改善加算へ移行します。 

※ ★印は、施設サービス費Ⅰの場合のみ料金が発生する場合があります。 

※ 取得する加算により金額は前後いたします。 

（３）介護保険給付対象外サービス 

居

住

費 

※

４ 

従
来
型
個
室 

①基準費用額 ２,０００円    

２Ｆ、３Ｆの個室 

②第一段階の認定を受けた方     ４９０円    

③第二段階   〃     ４９０円    

④第三段階①  〃 1,３１０円    

⑤第三段階②  〃 1,３１０円    

多
床
室 

① 基準費用額     ３７０円    

上記以外の２Ｆ、３Ｆ 

の全室 

②第一段階の認定を受けた方 －      

③ 第二段階   〃     ３７０円    

④ 第三段階①  〃     ３７０円    

⑤ 第三段階②  〃  ３７０円 

令和６年８月～ 

居

住

費 

※

４ 

従
来
型
個
室 

①基準費用額 ２,０００円    

２Ｆ、３Ｆの個室 

② 第一段階の認定を受けた方     ５５０円    

③ 第二段階   〃     ５５０円    

④ 第三段階①  〃 1,３７０円    

⑤ 第三段階②  〃 1,３７０円    

多
床
室 

① 基準費用額     ４３７円    

上記以外の２Ｆ、３Ｆ 

の全室 

②第一段階の認定を受けた方 －      

③第二段階   〃     ４３0円    

④第三段階①  〃     ４３0円    

⑤第三段階②  〃  ４３0円 

 

食

費 

※

４ 

① 基準費用額 １，５００円    

日額 

② 第一段階の認定を受けた方   ３００円    

③ 第二段階   〃   ３９０円    

④ 第三段階①  〃 ６５０円    

⑤ 第三段階②  〃   １，３６０円    

 



 4 

※４  ②～⑤に該当する場合は『介護保険負担限度額認定証』が必要となりますので、お住まい

の役所・役場に申請が必要です。 

   居住費は令和 6年 8月 1日より料金変更となります。 

そ

の

他

利

用

料 

日用品費      ※５  選択制       

教養娯楽費    ※６ 実 費       

おやつ代    ７０円    日額 

理美容代 
①顔そり無し １,５００円    

１回につき 
②顔そり有り ２,０００円    

電話料金 実費      

電気製品使用料    ５５円    日額 

テレビレンタル使用料    ７７円    日額 

行事負担金 実費      

文
書
料 

① 医証、診断書 ３,３００円 

１通 ② 障害者手帳申請診断

書 

６,６００円 

※５ 日用品について 

   日用品（石鹸、シャンプー、ボディーシャンプー、ウエットティッシュ等）につきまして

は、①お持込み（ティッシュ除く） ②施設基準 のいずれかをお選びください。 ①を

選択された場合、月額で 100円 ②を選択された場合、日額で 220円徴収いたします。 

※６ 教養娯楽費について 

   材料費及びその他経費の掛かるレクリエーションに参加された場合、個別に実費を徴収い

たします。 

上記料金を提示したもの以外に、入所者からの依頼により購入する日常生活用品について

は、同意を得た上で実費徴収といたします。 


